
経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006について（平成18年7月7日閣議決定）（抄） 

公務員人件費・独立行政法人・公益法人 

（2．独立行政法人、公益法人） 

○ 独立行政法人等 

 独立行政法人、国立大学法人の人件費については、既定の改革を確実に達成するとともに、国家公務員の取組を

踏まえて、更に抑制する。また、個々の独立行政法人の業務等については、それぞれの政策分野の改革の中で厳し

く見直す。 

（1）人件費 

1. 既定の改革の確実な達成 

 独立行政法人等について、既定の人件費改革（2010 年度まで）を確実に達成し、これにより退職手当及び福利

厚生費を含め着実に削減する。非常勤職員手当についても業務経費効率化の取組の中で抑制を図る。 

2. さらに、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を 2011 年度まで継続するとともに、官民給与の比較対象企業

規模の見直しによる公務員給与改定を反映する。 
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